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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-1 事業名 2017 推進計画の作成 

部課名 企画財政部 企画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

第5次総合計画における基本計画に掲げた施策を効果的に実施するため、平成29年度から平成31

年度までの具体的事業や活動を年次的に示した2017推進計画を策定する。現在の「北広島市総合

計画（第５次）」は、本市のまちづくりの基本的方向である「基本構想」、めざす都市像を実現

する手段や基本的な施策を示す「基本計画」、施策を効果的に実施する「推進計画」の３層で構

成されています。 

推進計画は、基本計画に掲げた施策を効果的に実施するための具体的事業や活動について年次

的に示した計画であり、毎年、順次改正しながら見直しを行っていく方式（ローリング方式）に

よって策定します。 

 なお、2017推進計画（計画期間：H29～H31）については、本年、市長選挙が実施されることか

ら、４月からの当初予算においては、管理的・経常的な予算のみのいわゆる「骨格予算編成」と

なっていることから、例年の３月策定には至っておりません。 

７月の市長選挙後、８月に新市長のもと、新規・拡大事業を盛り込んだ今年度の推進計画を 

策定する予定となっています。 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論を行う必要があるため。（構成メンバー：学識経験者（大学教授、公認会計士）

公募による市民） 

□市民説明会等 

  

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

☑その他（ワークショップ） 

 18 歳以上の市民の方を参集し、市民会議を行う。意識、実態を把握するため。 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会 議 等

の名称 
北広島市総合計画推進委員会 

会 議 等

の名称 
北広島市総合計画推進委員会 

開 催 時

期 
平成 29 年 4 月～平成 30年 3 月 開 催 時

期 
平成 29 年 4 月～平成 30年 3 月 

開催日 

平日 開催時間帯 日中 

開催日 

平成 29 年 9 月 28

日、11 月 16 日、1

月 19 日、3月 22 日 

開催 

時間帯 
10：00～ 

回数 5 回予定 回数 4 回 

委 員 の

募 集 時

期 

H27.4.1～H27.4.15 

（任期：H27.5.1～H30.4.30） 

募 集 時

期 
募集済 

公募枠 1 人 応募者数 1 人 
結

果 
1 人 

委 員 の

選 出 方

法 

公募市民については小論文と面接により選考する 
学識経験者は経験等を考慮し選考する 

委 員 の

選 出 方

法 

公募市民については小論文と面接により選

考する。 

学識経験者は経験等を考慮し選考する。 

委員人数  5 人 委員人数 5 人 出席率 95％ 

委 員 構

成内訳 

公募市民 1 人  団体代表者  人 

学識経験者 4 人 
委 員 構

成内訳 

公募市民 1 人  団体代表  人 

学識経験者 4 人  その他  人 
会 議 開

催予定 
☑公開  □非公開 

会 議 開

催状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 3 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 210 千円   交通費 35 千円 費用内訳 委員報酬 138,000 円 交通費 20,461 円 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意 見 提

出時期 
平成 29 年 8 月 

意 見 提

出期間 
平成 29 年 7 月 13 日～8月 2日 

日数 30 日間 日数 21 日間 

周 知 方

法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周 知 方

法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想 定 件

数 
 10 件 提 出 結

果 
0 件、 人 

実 施 に

あ た り

工 夫 す

ること 

資料作成にあたっては、新規・拡大等に区分して具体
的にどのような事業に力を入れているのかなど、わか
りやすい内容とする。 

意 見 の

取 り 扱

い 

 

結 果 の

公表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 9 月 

結 果 の

公表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 9 月 
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■その他 

予 定 結 果 

開催時期 10 月 開催時間帯 未定 開催日 
平成 29 年 

11 月 19 日 
開催時間 13：00～17：00 

開催内容 □市民説明会 ■ワークショップ □市民フォーラム 開催内容 □市民説明会 ■ワークショップ □市民フォーラム 

回数  1 回 回数  1 回 

場所  未定 場所 北広島市図書館2階AVルーム 

参加人数 30 人 参加人数  25 人 

対象者 

 18 歳以上の市民 

参加内訳 

18 歳以上の市民 

10代（1名）、20代（2名）、30代（10名）、

40代（6名）、50代（4名）、60代（2名） 

周知方法 
□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ■その他（無作為抽出による依頼） 
周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ■その他（無作為抽出による依頼） 

予算内訳 報償費 170 千円 役務費 134 千円 費用内訳 報償費 62,500 円 役務費 17,366 円 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の段階では市民参加手続きは適切であると

認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

ただし、パブリックコメントについては、平成 29 年 7月に実施する予

定。 

 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市総合計画推進委員会や市民会議を通じて、市民の意識や意向の把握、専門的な視点からの提言を受けることができた。 

 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 資料を事前配布することで活発な意見交換が行われ、今後のまちづくりに関し専門的な視点からの提言を受けた。 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

 7 月の市長選挙後から議会への議案提出までの日程(7 月 10 日から 8 月 7 日まで)で市民からの意見を反映させる必要があることから、21 日

間でパブリックコメントを実施した。 

 

□アンケート調査 

 

☑その他（市民会議） 

 市民の意識及び実態を把握し、今後のまちづくりの参考とした。 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-2 事業名 2018 推進計画の作成 

部課名 企画財政部 企画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

第5次総合計画における基本計画に掲げた施策を効果的に実施するため、平成30年度から平成32

年度までの具体的事業や活動を年次的に示した2018推進計画を策定する。 

現在の「北広島市総合計画（第５次）」は、本市のまちづくりの基本的方向である「基本構想」、

めざす都市像を実現する手段や基本的な施策を示す「基本計画」、施策を効果的に実施する 

「推進計画」の３層で構成されている。 

推進計画は、基本計画に掲げた施策を効果的に実施するための具体的事業や活動について年次

的に示した計画であり、毎年、順次改正しながら見直しを行っていく方式（ローリング方式）に

よって策定する。 

2018推進計画（計画期間：H30～H32）においては、例年どおり３月策定を目指し、本年 

１２月にパブリックコメントを実施し、市民から意見を募集する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論を行う必要があるため。（構成メンバー：学識経験者（大学教授、公認会計士）、

公募による市民） 

□市民説明会等 

  

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

☑その他（市民会議） 

テーマに対して市民がどのような考えを持っているのかを把握する。 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会 議 等

の名称 
北広島市総合計画推進委員会 

会 議 等

の名称 
北広島市総合計画推進委員会 

開 催 時

期 
平成 29 年 4 月～平成 30年 3 月 開 催 時

期 
平成 29 年 4 月～平成 30年 3 月 

開催日 

平日 開催時間帯 日中 

開催日 

平成29年9月

28 日、11月 16

日、1月 19 日、

3月 22 日 

開催時間帯 10：00～ 

回数 5 回予定 回数 4 回 

委 員 の

募 集 時

期 

H27.4.1～H27.4.15 

（任期：H27.5.1～H30.4.30） 

募 集 時

期 
募集済 

公募枠 1 人 応募者数 1 人 結果 1 人 

委 員 の

選 出 方

法 

公募市民については小論文と面接により選考する 
学識経験者は経験等を考慮し選考する 

委 員 の

選 出 方

法 

公募市民については小論文と面接により選

考する。 

学識経験者は経験等を考慮し選考する。 

委 員 人

数 
 5 人 委 員 人

数 
5 人 出席率 95％ 

委 員 構

成内訳 

公募市民 1 人  団体代表者  人 

学識経験者 4 人 
委 員 構

成内訳 

公募市民 1 人  団体代表  人 

学識経験者 4 人  その他  人 
会 議 開

催予定 
☑公開  □非公開 

会 議 開

催状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 3 人 

開 催 日

等 

周 知 方

法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

開 催 日

等 

周 知 方

法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予 算 内

訳 
委員報酬 210 千円   交通費 35 千円 費 用 内

訳 
委員報酬 138,000 円 交通費 20,461 円 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 29 年 12 月 

意見提出

期間 
平成 29 年 12 月 15 日から平成 30 年 1 月 15

日 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  10 件 提出結果 5 件、2人 

実施にあ

たり工夫

すること 

資料作成にあたっては、新規・拡大等に区分して具体的
にどのような事業に力を入れているのかなど、わかりや
すい内容とする。 

意見の取

り扱い 
○案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 3 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 3 月 
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■その他 

予 定 結 果 

開催時期 10 月 開催時間帯 未定 開催日 
平成 29 年 

11 月 19 日 
開催時間 13：00～17：00 

開催内容 □市民説明会 ■ワークショップ □市民フォーラム 開催内容 □市民説明会 ■ワークショップ □市民フォーラム 

回数  1 回 回数  1 回 

場所  未定 場所 北広島市図書館2階AVルーム 

参加人数 30 人 参加人数  25 人 

対象者 

 18 歳以上の市民 

参加内訳 

18 歳以上の市民 

10代（1名）、20代（2名）、30代（10名）、

40代（6名）、50代（4名）、60代（2名） 

周知方法 
□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ■その他（無作為抽出による依頼） 
周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ■その他（無作為抽出による依頼） 

予算内訳 報償費 170 千円 役務費 134 千円 費用内訳 報償費 62,500 円 役務費 17,366 円 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の段階では市民参加手続きは適切であると

認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市総合計画推進委員会や市民会議を通じて、市民の意識や意向の把握、専門的な視点からの提言を受けることができた。 

 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 資料を事前配布することで活発な意見交換が行われ、今後のまちづくりに関し専門的な視点からの提言を受けた。 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

 提出された意見については、今後の制度運用の中での参考とした。 

 （①まちなか司書の活躍と子どもたちの読書環境がよくなることを期待します。②くらしサポーター、福祉人材バンクはどのような経費

を計上してるのか⇒ 講師謝礼、研修に使用する消耗品、通知等の郵便料を経費として計上） 

 

□アンケート調査 

 

☑その他（市民会議） 

 市民の意識及び実態を把握し、今後のまちづくりの参考とした。 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-3 事業名 地域公共交通網形成計画の作成 

部課名 企画財政部 企画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

公共交通の現状と課題を踏まえ、将来を見据えた持続性ある公共交通網の構築に向け、北広島
市地域公共交通活性化協議会を設置し、公共交通事業者や道路管理者、公安委員会、地域公共交
通の利用者等が一堂に会して、本市に望まれる公共交通のあり方を検討し、地域公共交通網形成
計画を作成する。・人口減少や少子高齢化の進展等により、生活バス路線においては利用者が減少
しており、路線の維持・確保が課題となっている。 
・公共交通の現状と課題を踏まえ、将来を見据えた持続性ある公共交通のあり方や方向性を明ら
かにし、本市にとって望ましい公共交通網の構築に向けた計画（地域公共交通網形成計画）を策
定する。 
・地域公共交通網形成計画の策定は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた取組であ
り、本計画は、地域に最適な公共交通の全体像を描き、計画的に実施していくための指針となる
ものである。 

 
<策定までのスケジュール（予定）> 
平成 28 年度(H29.2) 地域公共交通活性化協議会の設置（25名のうち公募委員 4名） 
平成 29 年度(H29.4～)地域公共交通活性化協議会の開催（年 3回程度） 
     (H29.4～)地域公共交通活性化協議会専門部会の開催（年 10 回程度） 
     (H29.6) 市民との意見交換会の実施 
     (H29.7) 市民アンケートの実施 
     (H30.1) パブリックコメントの実施 
         市民説明会の実施 
     (H30.3) 地域公共交通網形成計画の策定 

平成 30 年度(H30.4～)地域公共交通活性化協議会の開催（年 3回程度） 
      計画に位置付けられた事業の実施 
      再編実施計画の検討・策定 
 
(予算額) H29 11,617 千円 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論を行う必要があるため。（構成メンバー：公共交通事業者、道路管理者、公安委

員会、地域公共交通利用者、公募による市民、学識経験者、行政） 

☑市民説明会等 

 幅広く市民の意見を聞くため、地域意見交換会を実施するほか、パブリックコメントに合わせて市民説明会

も実施する。 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

公共交通に対する市民ニーズを調査するため。（対象：市民） 

□その他（      ） 

・市民参加条例第５条第 1項第１号により、地域公共交通網形成計画の策定は、市民参加を求める事項となっ

ている。 

・形成計画は、市域全体を対象とした市民の足となる公共交通に関する計画であり、その策定にあたっては、

広く市民に周知し、市民の意見や考えを参考に計画を取りまとめる必要がある。 

・そのため、利用ニーズを把握するための「アンケート調査」や「市民との意見交換会」を基に、公募市民を

含む「地域公共交通活性化協議会」及び「専門部会」による協議を進めながら計画の素案を作成し、幅広い市

民から意見を求める「パブリックコメント」のほか、「市民説明会」も実施しながら、複数の市民参加手続き

により策定する必要がある。 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市地域公共交通活性化協議会 

会議等の

名称 
北広島市地域公共交通活性化協議会 

開催時期 

平成 29 年 4 月～平成 30年 3 月 

開催時期 

全体協議会：11 月 15 日、1月 4日（書面）、

2月 27 日 

専門部会：4月 27 日、5月 12 日、8月 22 日、

8月 23 日、9月 27 日（2部会）、10月 18 日、

12 月 21 日（2部会）、2月 6日（2部会） 

開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 平日 開催時間帯 日中 

回数 
全体協議会 3回、専門部会 10回 

回数 
 協議会 3回（書面会議１回含む）、専門部

会（2部会）11回 

委員の募

集時期 

H29.1.4～H29.1.20 

（任期：H29.2.21～H30.2.20） 

募集時期 
H29.1.4～H29.1.20 

（任期：H29.2.21～H30.2.20） 

公募枠 4 人 応募者数 4 人 結果 4 人 

委員の選

出方法 

公募市民については応募動機により選考する。 

学識経験者は経験等を考慮し選考する。 
委員の選

出方法 

公募市民については応募動機により選考した 

学識経験者は経験等を考慮し選考した 

委員人数  25 人 委員人数 25 人 出席率 84％ 

委員構成

内訳 

公共交通事業者 6人、道路管理者 3人、公安委員会 1人、 

団体代表者 6人、公募市民 4人、学識経験者 1人、 

行政 4人 

委員構成

内訳 

公共交通事業者 6人、道路管理者 3人、公安委員会 1人、 

団体代表者 6人、公募市民 4人、学識経験者 1人、 

行政 4人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 

☑公開（全体協議会）  

☑非公開（専門部会） 
傍聴人数 5 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑ HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 780 千円、交通費 91 千円 費用内訳 委員報酬 414,000 円 交通費 51,405 円 

■市民説明会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

開催時期 
6 月、H30.1 月 開催時間帯 未定 

開催日 
6 月 16 日、21～

23 日、29日 

開催時間 18：00～19：30 

開催内容 
☑市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 

☑その他（意見交換会） 
開催内容 

□市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 

☑その他（意見交換会） 

回数 意見交換会 5回、市民説明会 5回（各地区×1回）、 回数 意見交換会 5回（各地区 1回） 

場所 
未定 

場所 
団地住民センター、西の里会館、芸術文化ホ

ール、大曲会館、農民研修センター 

参加人数 意見交換会、市民説明会 各回 100 人（予定） 参加人数  110 人 

対象者 市民 参加内訳 市民 

周知方法 
☑広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ☑その他（町内会回覧） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ☑その他（町内会回覧） 

予算内訳  費用内訳 郵便料 10,585 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 30 年 1 月 

意見提出

期間 
平成 30 年 4 月 2 日～5月 1日で実施 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  20 件 提出結果 0 件、 人 

実施にあ

たり工夫

すること 

資料作成にあたっては、計画の趣旨などわか
りやすい内容とする。 

意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 

●案は修正しなかった 

○その他（感想、案件以外への意見等） 
結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 2 月 

結果の公

表 
□有 □無 時期 平成 年 月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調 査 方

法 

調査票郵送配布、郵送回収 調 査 方

法 

調査票郵送配布、郵送回収 

実 施 時

期 

平成 29 年 7 月 実 施 時

期 

平成 29 年 8 月 2 日～平成 29年 8月 14 日 

実施回

数 

1 回 実 施 回

数 

1 回 

対象者 市民（地域を考慮し発送） 対象者 市民（地域を考慮し発送） 

配布数 6,000 件 配布数 6,000 件 

回収数 2,400 件（回収率 40％） 回収数 2,197 件（回収率 36.6％） 

予 算 内

訳 

地域公共交通網形成計画策定支援業務委託内で実施 費 用 内

訳 

アンケート作成、郵送：地域公共交通網形成計画策定支

援業務委託内で実施 

回収郵便料（受取人払）：313,168 円 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の段階では市民参加手続きは適切であると

認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

協議会（専門部会含む）、市民説明会、パブリックコメント、アンケート調査を実施し、市民の意見を十分に
反映したうえで、公共交通網形成計画案を作成した。 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

専門部会での専門的な審議を踏まえたうえで、全体協議会で審議し、地域公共交通網形成計画案を策定した。
（3月） 
□市民説明会等 

地域での意見交換会の意見を計画の策定に反映した。市民説明会はパブリックコメント実施時期である平成
30 年 4 月に実施した。⇒意見なし 
□パブリックコメント 

審議会での審議を踏まえ、パブリックコメントは平成 30 年 4 月に実施した。 
□アンケート調査 

アンケート調査の結果を計画の策定に反映した。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-4 事業名 平成 30 年度当初予算の作成 

部課名 企画財政部財政課 
対象事業等の 

区分 
(12)当初予算の作成 

１ 事業概要 

概要 
平成 30 年度の予算作成にあたり、各担当部局からの予算要求段階における新規事業 (新たに取

組もうとする事業など) の内容についてパブリックコメントを実施する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため (対象：市民) 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

・市民参加条例第５条第 1項第１２号により、当初予算の作成は、市民参加を求める事項となっている。 

・予算作成までの過程（予算要求の概要、査定の状況等）を公開し、新規事業についてパブリックコメントを

実施することで、市民へ広く周知し、意見を求める。 

・当初予算に反映される事業の選択を求めるものではない。 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 29 年 12 月 

意見提出

期間 
平成 29 年 12 月 15 日から平成 30 年 1 月 15

日まで 

日数 27 日間 日数 31 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 13 件、6人 

実施にあ

たり工夫

すること 

通常、意見募集期間は30 日間以上とすることと
されているが、市民の意見を予算編成に反映させ
るため、期間を短縮して実施する。 
また、資料作成にあたっては、具体的な事業目的
など、要求内容がわかりやすい資料とする。 

意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 

○案は修正しなかった 

☑その他（感想、案件以外への意見等） 

意見による予算案の修正はなかったが、意見の反映は今

後、事業を進める中での判断とした。 
結果の公

表 
■有 □無 時期 平成 30 年 2 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 2 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の段階では市民参加手続きは適切であると

認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

平成 30 年度当初予算の作成に当たり、パブリックコメントを実施し 13 件の意見を得られたことから、事務
の参考とし、今後さらに市民に分かりやすいものになるよう努めていく。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

13 件の意見が提出され、予算内容を修正するには至らなかったものの、今後の事務の参考としたい。 
（①買物不便者対策事業について：モデル地区の実施が 2020 年、他地域でも行うのか⇒モデル地区での効

果を検証し、検討します。②部活動指導員制度運用事業：単価はいくらか⇒時給 1,100 円と考えております。） 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-5 事業名 北広島市空家等対策計画の作成 

部課名 市民環境部 市民課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響

を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の

保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、平成 26年 11 月 27 日に空家等対策の推進に

関する特別措置法が制定された。 

 この法律の規定に基づき、市域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

国が定める基本方針に即して、空家等に関する対策についての計画（空家等対策計画）を作成す

る。 

 

<策定までのスケジュール（予定）> 

平成 28 年度(H28.12) 空家等対策推進協議会の設置・開催 

                  市長他 10名のうち公募委員 2名、H28.12.15、H29.3.29 開催 

平成 29 年度(H29.4～)空家等対策推進協議会の開催（年 2回程度） 

     (H29.8) パブリックコメントの実施 

     (H29.12) 空家等対策計画の策定 

         （H29.12～）計画に位置付けられた対策の実施 

 

(予算額) H29  1,950 千円 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う必要があるため。 

（構成メンバー：学識経験を有する者（大学教授）、法務又は建築に関し専門的な知識経験を有する者（弁護

士、司法書士、土地家屋調査士、建築士、法務局職員、商工会会員）、公募に応募した者、その他市長が必要

と認める者（自治連合会役員） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

・市民参加条例第５条第 1項第１号により、空家等対策計画の策定は、市民参加を求める事項となっている。 

・空家等対策計画は、市域全体を対象とした建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用が

なされていないことが常態であるもの、及び、その敷地に関する計画であり、策定にあたっては、広く市民に

周知し、市民の意見や考えを参考に計画を取りまとめる必要がある。 

・そのため、公募市民を含む「空家等対策推進協議会」による協議を進めながら計画の素案を作成し、幅広い

市民から意見を求める「パブリックコメント」の実施などの市民参加手続きを進めながら策定する必要がある。 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市空家等対策推進協議会 

会議等の

名称 
北広島市空家等対策推進協議会 

開催時期 平成 29 年 7 月、10 月 開催時期 平成 29 年 7 月、11月 

開催日 平日 開催時間帯 午後 開催日 平日 開催時間帯   午後 

回数  ２回 回数   ２回 

委員の募

集時期 

H28.10.1～H28.10.31 

（任期：H28.12.1～H30.11.30） 

募集時期 H28.10.1～H28.10.31 

公募枠 2 人 応募者数 6 人 結果 2 人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在期年数及び他の審議会等の委員との兼職

状況等を考慮して選考した。 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在期年数及び他の審議会等の委員との兼職

状況等を考慮して選考した。 

委員人数  10 人 委員人数 10 人 出席率 80％ 

委員構成

内訳 

公募市民 2人、学識経験者 1人 、専門的委員 6人 

市長が必要と認める者 1人 

委員構成

内訳 

公募市民  2 人  専門的委員 6 人 

学識経験者  1人  その他 1 人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
■公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

☑広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

☑広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 120 千円 交通費 18千円 費用内訳 委員報酬 120 千円 交通費 18 千円 

 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 29 年 8 月 

意見提出

期間 
Ｈ29.9.6～10.5 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  10 件 提出結果 1 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

計画案の内容について市民に分かりやすい

資料作成に努める 
意見の取

り扱い 

計画内容外の意見だったため、今後の業務に
参考にさせていただく。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 9 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成29年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の段階では市民参加手続きは適切であると

認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

空家等対策推進協議会、パブリックコメントを実施し、公募市民、他業種に及ぶ専門的知識を有する方と十分
に意見交換を行い、計画を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

計画案に基づく意見のほか、空き家認定基準など、専門分野の方と市民の方との違った視点からの意見をもら
った。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

1 件の意見があったが、今後の団地活性化等の事業の参考にさせていただく。 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-6 事業名 広葉交流センターの指定管理者制度導入 

部課名 市民環境部 市民課 
対象事業等の 

区分 

(9)公共施設の利用方法について定める条例及び

規則の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

 広葉交流センターについて、更なる民間の能力や創意工夫を取り入れることにより、一層の利

用者サービスの向上と効率的な管理運営を行うため、指定管理者制度を導入する。 

このことに伴い、広葉交流センターの管理を指定管理者に行わせることができることや指定管

理者が行う業務を条例に定める必要があることから、北広島市広葉交流センター条例を一部改正

する。 

・公の施設については、平成 17 年度に指定管理者制度活用の基本方針を定め、民間事業者等のノ

ウハウを活用することにより、行政サービスの向上や公の施設の効果的かつ効率的な運営につな

がるものについて、指定管理者制度を活用することとなった。 

・また、平成 26 年度に行財政改革大綱を策定し、具体的な改革内容を示した行財政改革実行計画

において、指定管理者制度の導入が掲げられた。 

・広葉交流センターについては、平成 26年 7月のオープン以来、一部民間活力を活用した業務委

託方式により、直営での管理・運営を行ってきている。 

・今後は、更なる民間の能力や創意工夫を取り入れることにより、一層の利用者サービスの向上

と効率的な管理運営を行うため、今回、指定管理者制度を導入しようとするものである。 

 

<導入までのスケジュール（予定）> 

平成 29 年度(H29.4～5) パブリックコメントの実施 

平成 29 年度(H29.6) 市議会・第 2回定例会議案上程（条例改正） 

平成 29 年度(H29.8) 指定管理者募集 

平成 29 年度(H29.12) 市議会・第 4回定例会議案上程（指定管理者の指定） 

平成 30 年度(H30.4)指定管理者委託開始（条例施行） 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント  

・広葉交流センターの運営管理を指定管理者に行わせるため、「北広島市広葉交流センター条例（平成 26年条

例第 5号）」及び「北広島市広葉交流センター条例施行規則（平成 26 年規則第 21号）」を一部改正する必要が

ある。 

・市民参加条例第５条第 1項第９号により、公共施設の利用方法について定める条例及び規則の制定、改正又

は廃止は、市民参加を求める事項となっている。 

・そのため、「パブリックコメント」を行い、広く市民に周知し、市民の意見や考えを参考にする必要がある。 

□アンケート調査 

□その他（      ） 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 29 年 4 月 15～5 月 15 日 

意見提出

期間 
平成 29 年 4 月 15～5 月 15 日 

日数 31 日間 日数 31 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 11 件、3人 

実施にあ

たり工夫

すること 

わかりやすい内容を提示する。 
意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 

●案は修正しなかった 

○その他（感想、案件以外への意見等） 
結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 5 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 5 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の段階では市民参加手続きは適切であると

認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントを実施し市民からの意見提出があり、市としての考え方を公表することにより、市民と
の意見及び方針の共有が図られた。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

提出のあった 11 件の意見については、制度運用の参考とし、変更等は行わなかった。 
（①多くの人たちが利用できるよう配慮をお願いしたい。②グランドはどのように利用していくのか⇒多目的
スペース以外にも利用の余地があるか検討していく。） 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-7 事業名 北広島霊園の指定管理者制度導入 

部課名 市民環境部 環境課 
対象事業等の 

区分 

(9)公共施設の利用方法について定める条例及び

規則の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

北広島霊園について、更なる市民サービスの向上に向けて指定管理者制度を導入する。 

このことに伴い、北広島霊園の管理を指定管理者に行わせることができることや指定管理者が

行う業務を条例に定める必要があることから、北広島市霊園条例を一部改正する。 

・公の施設については、平成 17 年度に指定管理者制度活用の基本方針を定め、民間事業者等のノ

ウハウを活用することにより、行政サービスの向上や公の施設の効果的かつ効率的な運営につな

がるものについて、指定管理者制度を活用することになった。 

また、平成 26 年度に行財政改革大綱を策定し、具体的な改革内容を示した行財政改革実行計画

において、指定管理者制度の導入が掲げられた。 

・北広島霊園については、昭和 49年の開設以来、40 年が経過し、平成 25年度に芝生墓地の増設

や、平成 27 年度には慰霊堂（合葬式墓地）の整備を実施。 

・運営管理においては、市職員による霊園使用者の募集、使用許可決定や変更、埋蔵手続きなど

各種届出への対応のほか、施設管理においては、専門的な知識、技術を有する民間事業者に対し

て業務委託を行い、効果的・効率的な運営管理に努めてきたところである。 

・施設の管理については、創意工夫ある企画や効率的な運営などにより、利用者の多様なニーズ

に応え、質の高いサービスの提供を図るため、本市においても指定管理者制度の導入施設が増加

してきており、霊園についても、更なる市民サービスの向上に向けて指定管理者制度を導入しよ

うとするものである。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント  

・北広島霊園の運営管理を指定管理者に行わせるため、「北広島市霊園条例（昭和 49 年条例第 9号）」及び「北

広島市霊園条例施行規則（昭和 49年規則第 5号）」の一部を改正する必要がある。 

・市民参加条例第５条第 1項第９号により、公共施設の利用方法について定める条例及び規則の制定、改正又

は廃止は、市民参加を求める事項となっている。 

・そのため、「パブリックコメント」を行い、広く市民に周知し、市民の意見や考えを参考にする必要がある。 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 29 年 4 月 15～5 月 15 日 

意見提出

期間 
平成 29 年 4 月 15～5 月 15 日 

日数 31 日間 日数 31 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 0 件、 0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

わかりやすい内容を提示する。 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 5 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 5 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の段階では市民参加手続きは適切であると

認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントを行い、広く市民に周知し、市民の意見や考えを求めた。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見等はなかったが、広く市民に周知できた。 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-8 事業名 ごみ処理についてのアンケート調査 

部課名 市民環境部 環境課 
対象事業等の 

区分 

(13)その他市の機関が市民参加の必要があると

認めるもの 

１ 事業概要 

概要 

ごみの処理に関する意識調査を行い、今後の廃棄物行政の基礎資料にすることを目的として、

北広島市内全域において無作為に抽出した 2,000 世帯を対象にアンケート調査を実施する。 

ごみの焼却施設が無い本市は埋立処理により最終処分を行っているが、最終処分場の用地には

限りがあることから、延命化のための「埋立ごみの減量化・資源化」が課題となっている。 

・減量化、資源化への取り組み 

○平成 20年 10 月 家庭ごみ有料化を実施 → 普通ごみ量は減少、資源ごみは増加 

○平成 23年 4月  生ごみの分別を実施（下水処理センターでのバイオガス化処理） 等 

・現状と課題 

普通ごみの量はほぼ横ばい状態で、生ごみの分別は進んでいない状況にあり、更なる取り組み

の推進が必要となっている。また、現在の課題や今後の高齢化等の状況も含めて、ごみの分別方

法や収集方法についても検討する必要がある。 

・これらの諸課題について、市民の意見等を把握し、今後の廃棄物行政の基礎資料にすることを

目的としてアンケート調査を行う。 

 

<策定までのスケジュール（予定）> 

平成 29 年度(H29.8 上旬）無作為に抽出した 2,000 世帯にアンケート送付 

      (H29.8 下旬)アンケート回答期限 

      (H29.9～)  アンケート取りまとめ、検証 

平成 30 年度(H30.4～)アンケート結果公表 

(予算額) H29 340 千円 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

□パブリックコメント 

 

☑アンケート調査 

・廃棄物行政は市民の生活と密接に関連するものであり、その方向性の検討にあたっては市民の意見や動行を

把握することが必要である。 

・市民参加条例第５条第 1項第１３号により、その他市の機関が市民参加の必要があると認めるものについて

は、市民参加を求める事項となっている。 

・そのため、市民意見の定点的評価を行うことを目的に概ね 4年毎にアンケート調査を実施することとしてお

り、今年度実施するものである。（前回：平成 25年度）ごみに関する市民の意識調査のため。 

 

□その他（      ） 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法 郵便調査法、無記名アンケート質問用紙によ

る回答、郵便により返送 

調査方法 郵便調査法、無記名アンケート質問用紙によ

る回答、郵便により返送 

実施時期 平成 29 年 8 月 実施時期 平成 29 年 12 月 8 日～平成 29年 12 月 22 日 

実施回数 1 回 実施回数 1 回 

対象者 市民 対象者 市民 

配布数 2,000 件 配布数 2,000 件 

回収数 1,200 件（回収率 60％） 回収数 974 件（回収率 48.7％） 

予算内訳 役務費 312千円（郵便料） 費用内訳 需用費 35千円（封筒印刷） 

役務費 255 千円（郵便料） 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の段階では市民参加手続きは適切であると

認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

今後の廃棄物行政の基礎資料とする上で、生ごみの分別の推進や収集方法等に関する市民の意識について把

握をすることができた。 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
□パブリックコメント 

 
☑アンケート調査 

前回調査（H25）での項目や現状の減量化・資源化施策に関する認知状況についてを質問項目とすることで
前回調査との比較及び今後の取り組みを検討していくうえで参考としていくための内容とした。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-9 事業名 第２期北広島市国民健康保険データヘルス計画の作成 

部課名 保健福祉部保険年金課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

平成 26 年 3 月 31 日付で「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」が一部改

正され、「保険者は、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保

健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画（デ－タヘルス計画）を策定し、保健事業の実施

及び評価を行うこととすること。」とされた。 

これに基づき、第１期計画（平成２７年度から平成２９年度）に引き続き、第２期計画を作成

する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。 

（構成メンバー７名：国保被保険者代表（公募）２名、保険医代表２名（医師）、公益代表２名（社協、商工

会）、被用者保険代表１名） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

・市民参加条例第５条第１項第１号により、国民健康保険データヘルス計画の策定は、市民参加を求める事項

となっている。 

・国民健康保険データヘルス計画は、国の指針に基づき作成する事業であり、第 1期計画に引き続きその作成

にあたっては広く市民に周知し、市民の意見や考えを参考に計画を取りまとめる必要がある。 

・そのため、利用ニーズを把握するための「アンケート調査」や公募市民を含む「国民健康保険運営協議会」

を実施しながら計画の素案を作成し、幅広い市民から意見を求める「パブリックコメント」の実施などの市民

参加手続きを進めながら策定する必要がある。 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市国民健康保険運営協議会 

会議等の

名称 
北広島市国民健康保険運営協議会 

開催時期 平成 29 年 6 月～平成 30年 2 月 開催時期 平成 29 年 6 月～平成 30年 2 月 

開催日 平日 開催時間帯 18 時から 開催日 平日  開催時間帯 18 時から 

回数  任期中で 5回（H29 では３回を予定） 回数 5 回（うち対象事業の案件は 1回） 

委員の募

集時期 

H27.6.1～H27.6.25 

（任期：H27.8.1～H29.7.31） 

募集時期 
H29.6.1～H29.6.26 

（任期：H29.8.1～H31.7.31） 

公募枠 2 人 応募者数 2 人 結果 2 人 

委員の選

出方法 

公募市民（被保険者）については、応募動機

と国保についてのレポートを提出してもら

い、選考する。 

委員の選

出方法 

公募市民（被保険者）については、応募動機

と国保についてのレポートを提出してもら

い、選考する。 

委員人数 7 人 委員人数 7 人 出席率 91％ 

委員構成

内訳 

公募市民  2 人  団体代表者 2 人 

学識経験者 2 人  その他   1 人 
委員構成

内訳 

公募市民  2 人  団体代表者 2 人 

学識経験者 2 人  その他   1 人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 210 千円 交通費 18 千円 費用内訳 委員報酬 216 千円 交通費 16 千円 

 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 29 年 9 月 

意見提出

期間 
平成 30 年 1 月 30 日から 2月 28 日まで 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  5 件 提出結果 0 件、 0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

計画内容について、わかりやすい資料を作成

する。 
意見の取

り扱い 
意見がなかったため、原案どおり決定した。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 11 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 3 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の段階では市民参加手続きは適切であると

認められる。 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

第２期北広島市国民健康保険データヘルス計画の作成にあたり、国民健康保険運営協議会にて十分に意見をも
らい、計画を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

計画の内容のほか、様々な立場からの意見をもらった。 
 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

提出意見はなく、原案どおり決定した。 
 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-10 事業名 北広島市水道事業経営戦略の作成 

部課名 水道部 業務課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

水道事業は、住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提供する役割を果たして

いることから、総務省では、将来にわたってサービスの提供を安定的に継続することが可能とな

るよう、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定を推進している。 

こうした状況の中、本市水道事業における現行の財政計画期間が平成 29 年度までとなっている

ことからも、平成 30 年度を初年度とする 10ヶ年の経営戦略を作成する。 

・人口減少に伴う料金収入の減少、資産の老朽化に伴う大量更新期の到来などにより、水道を取

り巻く経営環境は一段と厳しさを増しており、不断の経営健全化の取組みが求められている。 

・このような中、水道は住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提供する役割を

果たしており、将来にわたってもサービスの提供を安定的に継続する必要がある。 

・このため、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、一層の経営基盤の強化を

図るものである。 

・なお、総務省通知（H28.1 月）により、公営企業に係る「経営戦略」の策定が要請されている

ところでもある。 

  

〈策定までのスケジュール（予定）〉 

 平成 29年 10 月～ 水道事業経営審議会の開催（年６回程度） 

 平成 29年 12 月   パブリックコメントの実施 

 平成 30年 3 月   経営戦略の策定 

 

(予算額)  

 H29 年度 390 千円 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 各地域の学識経験者等による議論が必要なため。（構成メンバー：学識経験者（大学教授、会社役員、水道

局員等）、公募による市民） 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

・「経営戦略」は、水道事業経営の中長期的な基本計画であることから、市民参加条例第５条第 1項第１号に

基づく市民参加を求める事項である。よって、策定にあたっては、広く市民に周知し、市民の意見や考えを参

考に計画を取りまとめる必要がある。 

・市民参加の方法として、２名の公募委員を含む「水道事業経営審議会」による審議を進めながら、幅広い市

民から意見を求める「パブリックコメント」の実施を行うこととする。 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市水道事業経営審議会 

会議等の

名称 
北広島市水道事業経営審議会 

開催時期 平成 29 年 10 月～平成 29年 12 月 開催時期 平成 29 年 10 月～平成 29年 12 月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数  6 回 回数  3 回 

委員の募

集時期 

H29.1.17～H29.1.31 

(任期：H29.3.28～H32.3.27) 

募集時期 前任期からの公募委員の再任 

公募枠 2 人 応募者数 2 人 結果 2 人 

委員の選

出方法 

男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期年数及び

他の審議会等の委員との兼職状況を考慮して選考

した。 

委員の選

出方法 

男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期年数及び

他の審議会等の委員との兼職状況を考慮して選考

した。 

委員人数  10 人 委員人数 10 人 出席率 90.0％ 

委員構成

内訳 
公募市民 2人  学識経験者 8人 

委員構成

内訳 
公募市民 2人  学識経験者 8人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 360 千円  交通費 30千円 費用内訳 委員報酬 168,000 円  交通費 12,802 円 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 29 年 12 月 

意見提出

期間 
平成 30 年 1 月 15 日～平成 30年 2月 15 日 

日数 30 日間 日数 32 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター ☑その他（対象者に通知） 
周知方法 

☑広報☑□HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 0 件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

意見の取扱いについて対象者に通知するな

ど、意見を出しやすい環境づくりに努める。 
意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 

●案は修正しなかった 

○その他（感想、案件以外への意見等） 
結果の公

表 
有☑ □無 時期 平成 30 年 2 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 4 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

事前評価の段階では市民参加手続きは適切であると

認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

水道事業経営審議会にて、素案から修正又は変更すべき点などの意見を受け、必要な説明や修正を行って原案
を作成した。パブリックコメントも実施したが意見の提出がなく、こちらについては意見の反映等を行うこと
はなかった。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

案についての意見を受けての必要な説明や修正のほか、審議において今回具体的に盛り込まないとした部分に
ついても答申の付帯意見という形での意見を受けた。 

□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見の提出がなかったことから、反映等を行うことはなかった。 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-1 事業名 北広島市税条例の一部改正について 

部課名 総務部税務課 
対象事業等の 

区分 

(5)市税の税率の引上げを目的として行う条例の

制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 
地方税法の一部改正に伴い、次のとおり改正する。（平成 31年１0月 1日施行） 

○軽自動車税環境性能割の創設に伴う不申告時の過料規定追加（10万円以下の過料） 

○法人市民税の法人税割の税率改正（制限税率 12.1％→8.4％） 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民、法人） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 29 年 7 月 1 日～7月 31 日 

日数  日数 ３０日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 ０件、 人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 

●案は修正しなかった 

○その他（感想、案件以外への意見等） 
結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 8 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントを実施し、意見がなかったので、原案のまま、第３回市議会定例会へ提出する。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見提出 0件により、原案どおりとする。 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-2 事業名 北広島市火災予防条例の一部改正について 

部課名 消防本部予防課 
対象事業等の 

区分 

(2)市政に関する基本的な方針を定める条例の制

定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

平成２４年５月１３日に発生した広島県福山市のホテル火災（死者７名）や平成２５年２月８

日に発生した長崎市の認知症高齢者グループホーム火災（死者５名）など、多数の死傷者が伴う

火災では消防法令に関する重大な違反がその被害拡大を招く要因として挙げられます。 

総務省消防庁は、平成２５年１２月１９日付けで「違反対象物に係る公表制度の実施」を通知

し、全国の消防本部に対して重大な消防法令違反のある防火対象物を公表する制度を、政令指定

都市にあっては速やかに実施することとし、全国のすべての政令指定都市では平成２７年４月１

日から実施しているところです。 

また、管内人口２０万人以上の消防本部にあっては遅くとも平成３０年４月１までに実施する

よう求め、その他の消防本部にあっては、実施に向けた検討をすることとなっており、北海道と

してもその他の消防本部については、平成３１年４月までに実施することが適当と示されている

ところです。 

このことを受け、本市においても消防法令に関する重大な違反のある特定防火対象物の情報を

ホームページで公表することにより、利用者が自らその危険性に関する情報を入手できるように

するとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置

を促進するため、北広島市火災予防条例の一部改正を行うこととします。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 29 年 9 月 15 日～10月 16 日 

日数  日数 32 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0 件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

意見の提出がなかったことから、原案どおりの条例案とし

た。 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成29年 10月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントを実施したが意見の提出がなかったことから、パブリックコメント実施時に公表した資料
等により、一部改正の趣旨が市民に理解されたと考えられる。 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見の提出がなかったことから、原案どおりの条例案とした。 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-3 事業名 学校給食のあり方に関する基本方針について 

部課名 教育部学校給食センター 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
より一層安全で安心な学校給食の充実を図り、子どもたちが健やかに育つよう、より良い学校

給食実現のため「学校給食のあり方に関する基本方針」を策定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

学校給食のあり方について、給食運営上の内容等を議論するため。 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

広く市民に周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
小学校給食運営委員会 

中学校給食運営委員会（合同開催） 

開催時期  開催時期 平成 30 年 3 月 9 日 

開催日  開催時間帯  開催日 平日 開催時間帯 17 時～19時 

回数  回 回数 1 回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 平成 27 年度募集済み 

公募枠 0 人 応募者数 0 人 結果 0 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 
各校及びＰＴＡからの推薦等 

委員人数 
 人 

委員人数 
13 人（小・中

ともに） 

出席率 小：61％ 

中：77％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

各 公募市民  人  団体代表者 ６人（保護者） 

学識経験者７人（教職員５人、学校医１人、市職員１人） 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 96,000 円   交通費 6,253 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 29 年 12 月 20 日～30 年 1月 18 日 

日数  日数 30 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP □担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 2 件、 2人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 

●案は修正しなかった 

●その他（感想、案件以外への意見等） 
結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 2 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントを実施、小学校・中学校給食運営委員会において委員と十分に意見交換を行い、案を 
作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

学校給食のあり方（案）について、各委員に説明し概ね了解を得た。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

2 件の意見ついて、今後の安全・安心な給食提供をしていく上での参考とし、案には取り入れなかった。 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-4 事業名 いじめ防止基本方針の改定について 

部課名 教育部学校教育課 
対象事業等の 

区分 

(2)市政に関する基本的な方針を定める条例の制

定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

平成 25 年 9 月に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、国の「いじめ防止等のための

基本的な方針」が示されて 3 年が経過し、必要な措置を講ずるとされていることから、平成 29

年 3 月に基本的な方針の改定が実施されました。 

これを受け、北海道においても「北海道いじめの防止等に関する条例」に基づき、平成 30 年 2

月に基本方針の改定を行ったところです。 

これらのことから、改定が行われた国の基本的な方針及び北海道の基本方針の内容を参酌しな

がら、「北広島市いじめ防止基本方針」を改定するものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：医師、教育機関の職員（校長、教頭、大学

教授）学識経験者（臨床心理士、民生・児童委員、人権擁護員、市ＰＴＡ役員）市職員） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
いじめ等問題対策委員会 

開催時期  開催時期 平成 29 年 4 月～平成 30年 3 月 

開催日  開催時間帯  開催日 平日（水） 開催時間帯 夜間 

回数  回 回数 4 回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 平成 28 年度募集済み 

公募枠 0 人 応募者数 0 人 結果 0 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 
各団体への推薦等 

委員人数  人 委員人数 10 人 出席率 98％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民 0 人  団体代表 0人 医師 1人 

学識経験者 4人 教育機関職員 3人 市職員 2人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
□公開 ☑非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） なし 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 162,000 円   交通費 7,696 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 30 年 1 月 4 日～2月 2日 

日数  日数 30 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コー

ナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 3 件、1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 

☑案は修正しなかった 

☑その他（感想、案件以外への意見等） 
結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 3 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

専門委員会において十分な意見交換を行い、加えて児童生徒への聞取りやパブリックコメントを実施し原案
を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

方針について審議を行い、さまざまな立場から意見をいただいた。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

3 件の意見・感想が寄せられたが個別な内容等から案の大意に含まれるとして方針には取り入れなかった。 
（①ネットパトロールにも力を入れてほしい等） 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-5 事業名 国民健康保険税条例の一部改正について 

部課名 保健福祉部保険年金課 
対象事業等の 

区分 

(5)市税の税率の引上げを目的として行う条例の

制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

国民健康保険制度は、これまで市町村単位で運営してきましたが、平成 30年度からは、都道府

県単位で運営され、北海道は、市町村へ保険給付に要する費用を全額交付し、市町村は、北海道

が決定する「国民健康保険事業費納付金」を納付するため、北海道から示される市町村ごとの「標

準保険料率」を基に税率を決定し、保険税を賦課・徴収することとなります。 

この度の改正は、北海道から示された平成 30年度の市町村ごとの「国民健康保険事業費納付金」

及び「標準保険料率」を基に、本市における軽減対策を講じたうえで保険税率の改定を行うため、

北広島市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
北広島市国民健康保険運営協議会 

開催時期  開催時期 平成 29 年 6 月～平成 30年 2 月 

開催日  開催時間帯  開催日 平日 開催時間帯 18 時から 

回数  回 回数  5 回（うち対象事業の案件は 3回） 

委員の募

集時期 
 

募集時期 
平成 29 年 6 月 1 日～6月 26 日 

（任期：H29.8.1～H31.7.31） 

公募枠 2 人 応募者数 2 人 結果 2 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

公募市民（被保険者）については、応募動機と国保

についてのレポートを提出してもらい、選考する。 

委員人数  人 委員人数 7 人 出席率 91％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民 2 人  団体代表 2人（社協、商工会） 

学識経験者 2 人（医師） その他 1 人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 3 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 216 千円 交通費 16 千円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 30 年 1 月 4 日～平成 30年 2月 2日 

日数  日数 30 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0 件、 0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
提出意見はなく、案は修正しなかった 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 2 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市国民健康保険税条例の一部改正にあたり、国民健康保険運営協議会での審議、答申内容を反映させ、
パブリックコメントを実施し市民に広く意見を求めた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

条例改正案について審議が行われ、様々な立場からの意見をもらうことができた。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見の提出はなかったが、市民へ広く周知することができた。 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-6 事業名 
北広島市障がい者福祉計画・第 5期障がい福祉計画・ 

第１期障がい児福祉計画の策定 

部課名 保健福祉部福祉課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
北広島市障がい者福祉計画・第 4期障がい福祉計画が平成 29年度に計画期間終了となることか

ら、平成 30年度を初年度とする障がい児支援の提供体制の確保に関する事項等を加えた、北広島

市障がい者福祉計画・第 5期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画を策定するものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：学識経験者（大学教授）福祉サービス関係

者、保健医療関係者、公募による市民） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

障がい福祉に係る障がい児・者等のニーズを把握するため。（対象：市民（障がい児の保護者・障がい者含む））

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 

北広島市保健福祉計画検討委員会 

障がい福祉部会 

開催時期  開催時期 平成 29 年 6 月～平成 30年 2 月 

開催日  開催時間帯  開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数  回 回数 10 回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 平成 29 年 7 月 1 日～7月 7日 

公募枠 1 人 応募者数 1 人 結果 1 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在期年数等を考慮して選考した。関係者等につ

いては、関係機関の事業内容等を考慮して選出した。 

委員人数  人 委員人数 8 人 出席率 80％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  1 人  団体代表 6 人 

学識経験者 1 人  その他  人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 384,000 円 交通費 83,361 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 30 年 1 月 4 日～平成 30年 2月 2日 

日数  日数 ３０日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0 件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
意見はなく、案は修正しなかった 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 3 月 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期   月 実施時期 平成 29 年 7 月 4 日～平成 29年 7月 31 日 

実施回数   回 実施回数 1 回(2 種類実施) 

対象者  対象者 ①福祉に関するアンケート:市内在住の65歳未満の障がい

福祉サービス等利用児者 647 名及び市内在住の 65 歳未満

の障がい者手帳所持者のうち障がい福祉党未利用児者 300

名(無作為抽出) 
②障がい支援計画策定に向けた市民意識調査:20歳以上65

歳未満の市民(無作為抽出) 

配布数  配布数 1,647 件(①947 件、②700 件) 

回収数   件（回収率  ％） 回収数 804 件（回収率 48.8％） 

① 530 件(56.0%) ②274 件(39.1%) 

予算内訳  費用内訳 役務費（郵便料）256,409 円 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市保健福祉計画検討委員会障がい福祉部会、パブリックコメントを実施し、福祉サービス関係者や市民

等と十分に意見を交換し、原案を作成した。 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

計画に盛り込む内容や市民に対する周知方法等について意見をもらった。 
□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

障がい支援計画（障がい者福祉計画・第 5期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画）に関する意見はなか
った。 
☑アンケート調査 

障がい福祉に関するアンケート調査を実施し、市民ニーズ等を計画に反映した。 
□その他（        ） 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 

 

 



    

17 

 

平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-7 事業名 高齢者保健福祉計画・第 7期介護保険事業計画について 

部課名 保健福祉部高齢者支援課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

市の高齢者に対する福祉事業全般にわたる供給体制の確保に関する計画として位置づけされてお

り、市内における要介護者等の人数、介護保険の給付対象となるサービスの利用意向等を勘案し

たサービス種類ごとの量の見込み、および当該見込み量確保のための方策等を定める介護保険事

業運営の基となる計画となる。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

市民協働の推進に関する専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：学識経験者（大学

教授）、福祉施設関係者、公募市民等） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

 

☑アンケート調査 

計画策定の基礎資料とするため、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を実施。 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
北広島市保健福祉計画検討委員会 

高齢福祉部会 

開催時期  開催時期 平成 29 年 8 月～平成 29年 11 月 

開催日  開催時間帯  開催日 平日 開催時間帯 18 時 30 分 

回数  回 回数  4 回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 平成 29 年度募集済み 

公募枠 1 人 応募者数 1 人 結果 1 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在期年数等を考慮して選考した。関係者等につ

いては、関係機関の事業内容等を考慮して選出した。 

委員人数  人 委員人数 8 人 出席率 80％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  1 人  団体代表  1 人 

学識経験者 1 人  その他    5 人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 25,800 円 交通費 24,679 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 30 年 1 月 4 日～平成 30年 2月 2日 

日数  日数 ３０日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期 □有 ☑無 □有 ☑

無 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0 件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
意見はなく、案は修正しなかった 

結果の公

表 
☐有 □無 時期 ☑有 □無 

☑有 □

無 
☑有 □無 時期 平成 年 月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 調査票郵送配布、郵送回収、分析 

実施時期   月 実施時期 平成 29 年 12 月 8 日～平成 29年 12 月 23 日 

実施回数   回 実施回数   1 回 

対象者  対象者 65 歳以上の高齢者 3,000 人を無作為抽出 

配布数  配布数   3,000 件 

回収数   件（回収率  ％） 回収数   2,137 件（回収率 71％） 

予算内訳  費用内訳 委託料 2,484,000 円 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

北広島市保健福祉計画検討委員会高齢福祉会、パブリックコメントを実施し、福祉サービス関係者や市民等と

十分に意見を交換し、原案を作成した。 
 

☑審議会等 

計画に盛り込む内容や市民に対する周知方法等について意見をもらった。 
□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

高齢者保健福祉計画・第 7期介護保険事業計画に関する意見はなかった。 
☑アンケート調査 

高齢者に関するアンケート調査を実施し、市民ニーズ等を計画に反映した。 

□その他（        ） 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-8 事業名 行財政改革大綱・実行計画中間年度改訂版について 

部課名 企画財政部 企画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

市が、将来にわたって必要なサービスを安定的に提供し続けるためには、これまで以上に無駄

を省くとともに、収入を増やすための工夫をする必要がある。また、より効果的で効率的な行政

運営のため、市役所の体制づくりや市民・民間事業者との連携強化も必要である。市の現状と課

題をふまえ、3つの基本目標と 16 の改革項目、具体的な方策として 51の実施項目を定めている。 

計画期間は、第 5次総合計画が終了する平成 32年度(2020 年度)に合わせ、6年間としており、

市を取り巻く状況の変化に対応し実効性のある計画とするため、計画期間の中間年である平成 29

年度(2017 年度)に計画の見直しに向けた検証を行い、改訂版の策定を行った。主な見直し内容は、

次のとおりである。 

■債権一元管理体制の構築 

それぞれの部署で所管する市税や学童保育料などの債権を、平成 29 年度(2017 年度)から 1 つ

の部署にまとめ、一元管理する予定であったが、税と同様の取扱いができる債権のみを平成 29

年度から一元管理し、その他の債権については、課題を整理し慎重な導入を図る必要があるため、

平成 32 年度に実施することとした。 

■寄附金制度の構築 

ふるさと納税返礼品の導入は、平成 29 年度(2017 年度)に実施したが、制度の充実に向けて、

寄附金の充当先である基金の種類の見直しや新たな返礼品の開発に向けた検討を行うこととし

た。 

■人を育てる職場風土の醸成 

 「めざす都市像」や「めざす職員像」などを全職員が共有し、一丸となって仕事に取り組んで

いくため、特別職、管理職などがそれぞれの思いを自らの言葉で語る「朝のスピーチ」をこの計

画に位置付けて実施している。 

■働き方改革の推進 

 庁内会議の資料作成に係る統一的なルールづくりを行うなど、仕事のやり方の改善に向けた検

討を行うこととした。その他ワークライフバランスの推進や長時間勤務の是正について、引き続

き実施する。 

■指定管理者制度の導入 

 市が直営で管理していた広葉交流センターに、民間事業者による指定管理者制度を導入した。

また、北広島霊園についても、指定管理者制度の導入を検討することとした。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論を行う必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、公募による市民） 

□市民説明会等 

  

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会 議 等

の名称 
 

会 議 等

の名称 
北広島市行財政改革推進委員会 

開 催 時

期 
 開 催 時

期 
平成 29 年 4 月～平成 30年 3 月 

開催日 

 開催時間帯  

開催日 

平成 29 年 11 月 9

日、平成 30年 2月

8 日 

開催時間帯 18：00～ 

回数  回数 2 回 

委 員 の

募 集 時

期 

 

募 集 時

期 
募集済 

公募枠 1 人 応募者数 1 人 
結

果 
1 人 

委 員 の

選 出 方

法 

 
委 員 の

選 出 方

法 

公募市民については小論文と面接により選考する 
学識経験者は経験等を考慮し選考する 

委員人数   委員人数 5 人 出席率 90％ 

委 員 構

成内訳 

 
委 員 構

成内訳 

公募市民(保育士) 1 人 

学識経験者(大学教員 2名、会社役員 1名、税理士 1名) 4

人  
会 議 開

催予定 
 

会 議 開

催状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 
 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳  費用内訳 委員報酬 54,000 円 交通費 5,858 円 

 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意 見 提

出時期 
平成 年 月 

意 見 提

出期間 
平成 30 年 1 月 4 日～2月 2日 

日数  日間 日数 30 日間 

周 知 方

法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周 知 方

法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想 定 件

数 
 件 提 出 結

果 
0 件、 0人 

実 施 に

あ た り

工 夫 す

ること 

 
意 見 の

取 り 扱

い 

 

結 果 の

公表 
☑有 □無 時期 平成 年 月 

結 果 の

公表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 2 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市行財政改革推進委員会の委員の意見を取り入れ、改訂版を作成した。 

 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 資料を事前配布することで活発な意見交換が行われ、行財政の改革に関し専門的な視点からの提言を受けた。 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

 意見の提出がなかった。 

 

□アンケート調査 

 

□その他（市民会議） 

 市民の意識及び実態を把握し、今後のまちづくりの参考とした。 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-9 事業名 子どもの権利に関する推進計画第 2期計画について 

部課名 子育て支援部子ども家庭課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
子どもの権利に関する推進計画は、子どもの権利条例第 25条に基づく、子どもの権利に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するための計画です。平成 30 年度から計画期間を開始する第 2次子

どもの権利に関する推進計画を策定するものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 子どもの権利に関する分野において専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：人権、

福祉、教育等関係団体代表、公募市民） 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

 市民に広く周知し、意見を求めるため。 

☑アンケート調査 

 計画に反映させるため、小学 4年生から高校 3年生相当までの状況を把握する（1,000 件配布） 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
子どもの権利推進委員会 

開催時期 
 

開催時期 
平成 29 年 11 月 13 日、12 月 18 日 

平成 30 年 3 月 6 日 

開催日  開催時間帯  開催日 平日 開催時間帯 18 時 30 分～ 

回数  回 回数 3 回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 平成 28 年度募集済 

公募枠 2 人 応募者数 4 人 結果 2 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

人権、福祉、教育等の子どもの権利に関する

分野に関する団体の被推薦者及び公募 

委員人数  人 委員人数 10 人 出席率 77％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民 2 人  団体代表 7人 

学識経験者 1 人  その他  人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 132,000 円 交通費 6,690 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 30 年 1 月 4 日～2月 2日 

日数  日数 31 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 16 件、3人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

□意見を反映し、案を修正した 

☑案は修正しなかった 

□その他（感想、案件以外への意見等） 
結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 3 月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 郵送による配布・回収 

実施時期   月 実施時期 平成 29 年 11 月 21 日～12 月 8日 

実施回数   回 実施回数  1 回 

対象者  対象者 小学 4年生から高校 3年生相当年齢まで 

配布数  配布数  1,000 件 

回収数   件（回収率  ％） 回収数  354 件（回収率 35.4％） 

予算内訳  費用内訳 消耗品 13,616 円 郵便料  105,403 円 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 審議会、パブリックコメントを実施し、原案を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 計画案の内容のほか、パブリックコメント結果についての意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 16 件の意見をもらったが、計画案の修正は行わなかった。 
①アンケート調査は回収率が低いので学校で調査してみては⇒今後調査方法を検討します。 

 ②学習の経済的支援について、学校の備品等を見直してほしい⇒学校ごとに予算を配分し学校長の判断で毎 
年備品を購入しております。 

 ③子どもの貧困対策の推進について、具体的施策の実現に期待します。 
☑アンケート調査 

 アンケート調査結果を受け、計画案を作成した。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-10 事業名 北広島市東の里遊水地利活用計画（案） 

部課名 建設部庶務課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

平成 17 年に国が策定した「千歳川河川整備計画」に基づき整備が進められている東の里遊水地は、

治水対策施設であるが平常時には一部利活用が可能となることから、市では平成 23 年に利活用の

基本的な考え方を示した「北広島市東の里地区利活用計画」を策定した。平成 27 年に国から遊水

地内における工作物設置許可基準が示されたことから、利活用を具体化した今後の施設整備を行

う上での指針とするため利活用計画を策定する。 

東の里遊水地（千歳川の上流にある長沼町と恵庭市の境目） 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 東の里遊水地の利活用に関し、意見交換を行うため。（幼稚園、小・中学校、商工会、農協等関係者） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

☑アンケート調査 

 「東の里遊水地」の位置や構造の周知と遊水地利活用計画についての市民の意向を把握し、計画の策定に参

考とするため。 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
東の里遊水地利活用検討懇話会 

開催時期  開催時期 平成 29 年 8 月～10月 

開催日  開催時間帯  開催日 8/18、9/11、10/26 開催時間帯 日中 2時間程度 

回数  回 回数  ３回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 ５/15～5/31 

公募枠 ２人 応募者数 ２人 結果 ２人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

学識経験者や各種団体代表者（推薦）8名 

公募の市民 2名 

委員人数  人 委員人数 10 人 出席率 100％、90％、100％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  ２人  団体代表  7 人 

学識経験者  １人  その他  人 

会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開（ＨＰで会議録公表） 傍聴人数 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（  ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ☑その他（委員にのみ郵送で直接周知） 

予算内訳  費用内訳 委員報酬 130,000 円 交通費 9,502 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 30 年 2 月 1 日から 3月 2日 

日数  日数 30 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 8 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 

○案は修正しなかった 

○その他（感想、案件以外への意見等） 
結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年３月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 郵送により配布し、返信用封筒により郵送回

収 

実施時期   月 実施時期 平成２９年３月 28 日～平成２９年４月 １

４日 

実施回数   回 実施回数 １回 

対象者  対象者 無作為抽出した市民 1,000 人 

配布数 件 配布数   1000 件 

回収数 件（回収率  ％） 回収数   322 件（回収率  32.2％） 

予算内訳  費用内訳 郵便料（郵送）定形外１００g 

118 円×1,000 通 118,000 円 

郵便料（返信）定型 25g 

97 円×322 通 32,204 円 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

アンケート調査、検討懇話会、パブリックコメントを実施し、一般の市民や、専門の有識者からさまざまな意
見をいただく機会を設け、計画に反映させることができた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

学識経験者、各種団体の代表者、公募の市民の方に意見交換をしていただき、それぞれの立場からの意見をも
らうことができた。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

８件意見をいただいたが、一部参考とし、計画には取り入れなかった。 
（ドッグラン、スケートリンク、薬草園等、様々な施設にしてほしい意見が多数） 
☑アンケート調査 

遊水地についての説明を見ながら回答する形式で調査をおこなったため、遊水地について、また利活用につい
ての認知度は高くなかったが、どのような事業であるかの理解度は高く得られる内容であった。また、自由記
載欄を設けたため、市民の意見を幅広く聞くことができた。 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 29 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-11 事業名 北広島市 6次産業化等推進戦略（案） 

部課名 経済部農政課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

平成 27 年度に策定した「北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における基本目標「挑戦」

の基本的方向で示す「農業経営の多角化や 6 次産業化等に向けた取組など、地域資源である農畜

産物や農村地域等の付加価値をより一層高めることで、農業を核とする新たな産業を創出し、所

得向上や雇用促進」につながる取組を地域総ぐるみで推進し、農業はもとより、商工・観光など

の他の産業の振興を図るための方策をまとめるために、北広島市 6 次産業化等推進戦略を策定す

る。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

地域資源を活用した 6次産業化、地産地消並びに農業及び商工業の連携の取組を促進するために必要な協議を

行うため（構成メンバー：金融機関、農協、商工会、観光協会、市職員等） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため 

□アンケート調査 

□その他（      ） 
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３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
北広島市六次産業化等推進協議会（私的諮問

機関） 

開催時期 
 

開催時期 
①平成 30年 12 月 14 日 

②平成 30年 12 月 26 日 

開催日 
 開催時間帯  

開催日 
平日 開催時間帯 ①15時～16 時 

②10 時～11 時 

回数  回 回数 2 回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 なし 

公募枠 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

関係機関・団体から選出（北広島市六次産業

化等推進協議会設置要綱で規定） 

委員人数 
 人 

委員人数 
12 人 出席率 ①100％ 

②83％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  人  団体代表 8人 

学識経験者  人  その他 4人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
□公開 ☑非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 なし   交通費 なし 

 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 30 年 2 月 1 日～3月 2日 

日数  日数 30 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0 件、0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 

○案は修正しなかった 

○その他（感想、案件以外への意見等） 
結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 30 年 3 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市六次産業化等推進協議会、パブリックコメントを実施し、戦略の原案を作成した。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

戦略案の取組内容について、意見をもらった。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見等なし 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 


